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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 機 設 置 場 所 に 設 置 固 定 さ れ る と 、
　 該 に 開 閉 可 能 に 支 持 さ れ る と を 備 え 、
　 前 記 の 側 方 端 部 に は 施 錠 装 置 が 上 下 方 向 に 配 置 さ れ 、 当 該 施 錠 装 置 に よ っ て 前 記

に 支 持 さ れ る 前 記 の 施 錠 が 可 能
　

こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

                                                                                

外 枠
外 枠 内 枠

内 枠 外
枠 内 枠 な 遊 技 機 で あ っ て 、

前 記 施 錠 装 置 は 、 上 下 方 向 に 摺 動 可 能 な 摺 動 部 材 と 、 当 該 摺 動 部 材 よ り も 背 面 側 へ 突 出
し 、 当 該 摺 動 部 材 の 上 下 動 に 伴 っ て 上 下 方 向 に 移 動 可 能 な 鉤 部 材 と を 備 え る と と も に 、
　 前 記 外 枠 に は 、 当 該 外 枠 の 内 側 へ 向 け て 左 右 方 向 に 延 び る 係 合 部 を 具 備 す る 受 け 金 具 が
固 定 さ れ て お り 、
　 前 記 内 枠 の 閉 状 態 に あ っ て は 、 前 記 係 合 部 に 前 記 鉤 部 材 が 係 合 す る こ と に よ っ て 、 前 記
内 枠 の 施 錠 状 態 を 維 持 可 能 で あ り 、
　 前 記 受 け 金 具 は 、 前 記 鉤 部 材 が 当 該 受 け 金 具 の 内 側 端 部 か ら 脱 落 す る の を 規 制 す る 規 制
部 を 有 し て い る

前 記 係 合 部 は 、 前 記 鉤 部 材 の 先 端 が 係 合 さ れ る よ う 略 長 方 形 板 状 を な し 、
　 前 記 規 制 部 は 、 前 記 係 合 部 の 左 右 方 向 先 端 に 一 体 的 に 設 け ら れ た 折 り 曲 げ 部 か ら な る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 鉤 部 材 は 、 前 記 摺 動 部 材 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 複 数 箇 所 に 設 け ら れ 、 前 記 受 け 金 具 は
、 前 記 鉤 部 材 に 対 応 し て 複 数 箇 所 に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記
載 の 遊 技 機 。

前 記 受 け 金 具 は 、 １ つ の 受 け 金 具 に つ き １ 枚 の 板 状 部 材 に よ り 構 成 さ れ 、 当 該 板 状 部 材
が 折 り 曲 げ ら れ る こ と で 、 前 記 外 枠 に 取 付 け ら れ る 基 部 と 、 当 該 基 部 か ら 延 び る 前 記 係 合
部 と 、 前 記 係 合 部 か ら 延 び る 規 制 部 と が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３
の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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